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令和３年度行政評価結果の概要（対象：令和２年度実施事業） 
 

 

１ 行政評価の概要 

  限られた財源の下で、持続可能な街づくりを進めるため、市政運営を総合的にとらえる

マネジメントシステムとして、行政評価システムを平成２１年度から段階的に導入し、  

２３年度から本格実施しています。この度は、令和２年度決算分について、高松市行政評

価基本方針に基づき評価を実施し、その結果を取りまとめました。 

 

 

総合計画の的確な進行管理、施策や事業の 

優先化、重点化を図るためのツールとして、 

６つのまちづくりの目標の下に構成される 

政策・施策・基本事業・事務事業について 

評価を実施しました。 

 

 階層ごとに評価を得点化し、その得点率を 

右表の基準によりＡ～Ｄの４階層に区分して 

います。 

 

 

 

２ 令和３年度行政評価の概要 

（１）政策評価 

  ア 対象     ： 第６次高松市総合計画に定める全２１政策 

  イ 評価者  ： 市長 

  ウ 評価方法 ： 下位の施策評価の平均得点率により評価 

  エ 評価結果一覧  

※（）内は令和元年度評価 
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Ｃ評価（４政策） 

・心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成（P74） 

・訪れたくなる観光・MICE（マイス）の振興（P114） 

・快適で人にやさしい都市交通の形成（P196） 

・参画・協働によるコミュニティの再生（P214） 

Ｄ評価（４政策） 

・基本的人権を尊重する社会の確立（P78） 

・文化芸術の振興と発信（P100） 

・元気を生み出すスポーツの振興（P110） 

・国際・国内交流の推進と定住の促進（P122） 

Ｃ評価（６施策） 

・子育て家庭への支援（P17） 

・生涯学習の推進（P75） 

・特産品の育成・振興とブランド力の向上（P94） 

 

・不法投棄の防止（P158） 

・公共交通の利便性の向上（P197） 

・拠点性を高める交通網の整備と利用促進（P205） 

 

D評価（１２施策） 

・生活困窮者等への自立支援（P37） 

・人権尊重意識の普及・高揚（P79） 

・平和意識の普及・高揚（P82） 

・文化芸術の振興（P101） 

・文化財の保存・活用（P105） 

・スポーツの振興（P111） 

・観光客誘致の推進（P119） 

・国際・国内交流の推進（P123） 

・防災・減災対策の充実（P133） 

・環境保全活動の推進（P163） 

・参画・協働の推進（P219） 

・離島の振興（P223） 

 

 

 

 

 

 

（２）施策評価 

  ア  対象  ：第６次高松市総合計画に定める全６０施策 

  イ 評価者 ：各施策に置かれる評価担当局の局長 

  ウ 評価方法：成果指標（最大３指標）の達成度を得点化 

  エ 評価結果一覧  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（）内は令和２年度評価 
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（３）基本事業評価   

ア 対象  ：第６次高松市総合計画に基づく基本事業（１５１事業）のうち、下位の 

事務事業の全てが評価対象外であるものを除いた１２７事業 

  イ 評価者 ：上位施策の評価担当局である局の局長 

  ウ 評価方法：下位の事務事業評価結果の平均得点率 

  エ  評価結果一覧   

 

       

（４）事務事業評価  

ア 対象  ：第６次高松市総合計画に基づく事務事業（７０２事業）のうち、評価対 

  象外事業を除いた４０９事業 

   イ 評価者 ：事務事業を所管する局長 

   ウ 評価方法：成果指標（最大２指標）の達成度を得点化した 

客観的評価と妥当性、有効性、効率性の各区分の 

主観的評価の合計得点率 

 エ 評価結果一覧  

 

※（）内は令和２年度評価 

※（）内は令和２年度評価 



4 

 

 オ 今後の方向性評価 

 
 

３ 令和３年度行政評価結果の総括 

(１) 総合評価結果について 

政策評価では、全２１政策のうち、１３政策（６２．０％）が比較的高評価のＡ・Ｂ

評価となった一方、「心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成」をはじめとする４政策

がＣ評価、「基本的人権を尊重する社会の確立」をはじめとする４政策がＤ評価となりま

した。また、施策評価では、全６０施策のうち、４２施策（７０．０％）が比較的高評

価のＡ・Ｂ評価となった一方、「子育て家庭への支援」をはじめとする６施策がＣ評価、

「生活困窮者等への自立支援」をはじめとする１２施策がＤ評価となりました。 

 基本事業評価では、評価対象事業の７５．６％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった

一方、２４．４％がＣ・Ｄ評価となりました。また、事務事業評価では、評価対象事業

の７２．３％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった一方、２７．７％がＣ・Ｄ評価とな

りました。 

 事務事業の今後の方向性評価については、評価対象事業のうち８７．８％が「拡充」・

「継続」、９．８％が「改善継続」・「縮小」となっています。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響について 

 A・Ｂ評価の合計割合は、各階層において６０％台から７０％台となっており、全て

の階層において、前回と比較して減少しています。この主な要因として、新型コロナウ

イルス感染症の影響が考えられます。 

事務事業評価では、７０２事業のうち１８３事業で新型コロナウイルス感染症の影響

が見られ、まちづくりの目標２及び３においてその割合が高くなっています。 

施策評価では、６０施策のうち１９施策で総合評価が前年度比で低下しています。こ

のうち、まちづくりの目標２、３、５に位置付けられる施策については、いずれも新型

※（）内は令和２年度評価 
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コロナウイルス感染症の影響がみられ、特に目標３では１１施策中６施策が該当しま

す。 

事務事業評価及び施策評価における、成果指標の達成状況から、特に、まちづくりの

目標２及び３の各階層において新型コロナウイルス感染症の影響が顕著に表れている状

況を確認できます。 
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【参考：新型コロナウイルス感染症の影響があった事務事業の施策別割合】 

は前年度比で総合評価が低下した施策 
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(３) 今後の取組について 

各階層における客観的評価の実施により、第６次総合計画の進捗状況を的確に把握す

るとともに、外部評価である市民満足度調査結果も踏まえながら、各施策がより効率

的・効果的に実施できるよう、施策・事業の優先順位や重点配分の決定、事務事業の改

革・改善、取捨選択等を含めた継続的な見直しに取り組んでいく必要があります。 

また、特に今回の行政評価で新型コロナウイルス感染症の影響がみられた事業につい

ては、ICT を活用するなど、実施手法の見直し・改善を積極的に行い、ウィズコロナか

らポストコロナを見据え、「新しい生活様式」を踏まえた取組を実践する必要がありま

す。 

これらの取組をとおして、第 6 次総合計画に掲げる本市の目指すべき都市像の実現に

向けて、一層の取組を進めることが必要です。 

 

※ 行政評価結果報告書が必要な方 

 本市ホームページ 

（ http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/keikaku/sogo/hyo

ka/index.html）からダウンロードしてください。 

 

 

 


